
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

（Ａ）「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務、「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務の変更 

ＭＳＸ業務及びＭＳＹ０１業務において、「申告等番号」欄にＥＡＣ業務で審査区分が「１：簡易審

査扱い」と判定された輸出申告等番号が入力された場合に、以下の通り処理を行うよう変更する。 

①「１：簡易審査扱い」のうち、「１Ｙ：簡易審査扱いかつ書類提出要」または「１Ｇ：簡易審査扱い

かつ許可後に書面（原紙）提出要」と判定された場合は、エラーとせずに申告添付登録を可能とす

る。 

②「１：簡易審査扱い」のうち、「１Ｙ：簡易審査扱いかつ書類提出要」、「１Ｇ：簡易審査扱いかつ

許可後に書面（原紙）提出要」と判定されていない場合は、エラーとして申告添付登録を不可とす

る。 

 

（ａ）ＭＳＸ業務における輸出申告ＤＢチェックの変更 

「申告種別」欄に「ＥＤＣ：輸出申告・輸出許可内容変更申請」が入力された場合かつ、「申告

等番号」欄に輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合、輸出申告ＤＢチェックにお

いて、以下のように輸出等申告に係る申告番号が入力された場合と同様のチェックに変更する。 

 

【変更前】 

＜Ｃ＞輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

②輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

 

【変更後】（変更箇所については下線部に記載） 

＜Ｃ＞輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

②審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

③審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類（原紙）または通関関係書類の提出要と

判定されていること。 

 

（ｂ）ＭＳＹ０１業務における添付ファイル管理ＤＢチェックの変更 

「申告等番号」欄に輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合、添付ファイル管理

ＤＢチェックにおいて、以下のように「申告等番号」欄に輸出等申告に係る申告番号が入力された

場合と同様のチェックに変更する。 

 

【変更前】 

（ｃ）輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

②輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

③削除対象の添付ファイルが輸出許可後にシステムに登録されたファイルであること。 
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＜航空／海上業務＞ 
「申告添付登録（MSX）」業務における輸出許可内容変更申請の登録可能対象の仕様変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務及び「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務において、「輸出許可内容変更

申請（ＥＡＣ）」業務で審査区分「１：簡易審査扱い」と判定された輸出申告等番号はエラーとしており申

告添付登録が行えない。 

 

＜変更後仕様＞ 

ＭＳＸ業務及びＭＳＹ０１業務において、「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務で審査区分「１：簡易

審査扱い」と判定された輸出申告等番号のうち、「１Ｙ：簡易審査扱いかつ書類提出要」または「１Ｇ：簡

易審査扱いかつ許可後に書面（原紙）提出要」と判定された場合に輸出申告等番号をエラーとせず申告添付

登録を可能とする。 

 



 

 

 

【変更後】（変更箇所については下線部に記載） 

（ｃ）輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

②審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

③審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類（原紙）または通関関係書類の提出要と

判定されていること。 

④削除対象の添付ファイルが輸出許可後にシステムに登録されたファイルであること。 

 

（ｃ）ＭＳＸ業務におけるエラーメッセージの変更及び追加 

ＭＳＸ業務の以下のチェックにおけるエラーメッセージについて、エラー内容を変更する。 

 

＜Ｃ＞輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

 

また、ＭＳＸ業務の以下の新規チェックにおけるエラーメッセージを追加する。 

 

＜Ｃ＞輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合 

②審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

③審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類（原紙）または通関関係書類の提出要と

判定されていること。 

 

（ｄ）ＭＳＹ０１業務におけるエラーメッセージの変更及び追加 

ＭＳＹ０１業務の以下のチェックにおけるエラーメッセージについて、既存のエラーメッセージ

から新規のエラーメッセージに変更する。 

 

（ｃ）輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①輸出許可内容変更申請事項登録後に、輸出許可内容変更申請が行われていること。 

 

 

また、ＭＳＹ０１業務の以下の新規チェックにおけるエラーメッセージを追加する。 

 

（ｃ）輸出許可内容変更申請に係る申告番号が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

②審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出許可内容変更申請承認がされていないこと。 

③審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類（原紙）または通関関係書類の提出要と

判定されていること。 

 

エラーコード エラー内容 処置 

E0507 入力された申告等番号は、輸出許可内容変更申請事項

登録後に、輸出許可内容変更申請されていない。 

申告等番号を確認して再入力する。 

エラーコード エラー内容 処置 

E0511 1.入力された申告等番号は、許可内容変更申請時の審

査区分が「書類審査扱い」であるにもかかわらず、輸

出許可内容変更申請承認されている。 

2.入力された申告等番号は、許可内容変更申請時の審

査区分が「簡易審査扱い」であるにもかかわらず、通

関関係書類（原紙）、または通関関係書類について、

提出要の旨が登録されていない。 

申告等番号を確認して再入力する。 

エラーコード エラー内容 処置 

E0011 

（既存） 

当該添付情報にかかる申告は、許可内容変更申請事項

登録後に、許可内容変更申請されていない、または許

可内容変更申請承認されている。 

申告等番号を確認して再入力する。 

エラーコード エラー内容 処置 

E0037 

（新規） 

当該添付情報にかかる申告は、許可内容変更申請事項

登録後に、許可内容変更申請されていない。 

申告等番号を確認して再入力する。 



 

 

 

（Ｂ）リリース前にＥＡＣ業務で審査区分「１Ｙ」または、「１Ｇ」と判定された輸出申告等番号において

も、リリース後にＭＳＸ業務及びＭＳＹ０１業務を実施した場合には業務実施可能とする。 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務 

「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務 

「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務 

 

３. リリース予定日／サービス開始予定日 

（１）ＡＰ、端末資材 

ＡＰ       ：２０２２年１１月２０日（日）保守時間帯 

端末資材     ：２０２２年１１月２０日（日）０４：００ 

 

エラーコード エラー内容 処置 

E0038 1.当該添付情報にかかる申告は、許可内容変更申請時

の審査区分が「書類審査扱い」であるにもかかわら

ず、許可内容変更申請承認されている。 

2.当該添付情報にかかる申告は、許可内容変更申請時

の審査区分が「簡易審査扱い」であるにもかかわら

ず、通関関係書類（原紙）、または通関関係書類につ

いて、提出要の旨が登録されていない。 

申告等番号を確認して再入力する。 


